
　　

　　　　　　　　　　　　　日頃より、会員の皆様には、本連盟の
運営にご協力いただきありがとうござ
います。平成 26・27 年度に引き続き、
神奈川県宅建政治連盟の会長職を拝命
いたしました。

　　 不動産業界全体では景気回復を実感で
きない現状から、昨年度は全政連副会

長として、消費税率引き上げの延期をはじめ、不動産流通の活性
化につながる税制改正や特例期限の延長を求め、本連盟ととも
に要望に取り組みました。特に新たな制度として、相続人が相続
により生じた古い空き家又は当該空き家の除去後の敷地について、
相続時から３年以内に譲渡した場合、譲渡取得から３０００万
円を特別控除する制度の創設が叶いました。
　それらの成果を会員に丁寧に伝えるため、今年度も「あなたの

不動産　税金は」を宅建政治連盟の会費を納入頂いた会員の皆
様に配付して参りますので、不動産関係税制の改正点をご確認い
ただきながら、不動産取引にお役立てください。
　今後、消費税率 10％への引き上げによる急激な景気の冷え込
み等を憂慮し導入時期の繰り延べを視野に入れた要望、また、不
動産取引の IT 化やサイト事業運営者が行う個人間売買の関連シ
ステム等の動向に注視し、取引の安全確保と中小企業の分野確
保を優先に適宜、要望活動等に取り組みます。さらに、空き家対
策では、住宅ストック流通の担い手である宅建業者に空き家所有
者に係る固定資産税情報を開示できる仕組みに関して要望提言し
ます。また、宅建業者が物件調査の一環として、固定資産評価証
明書、公課証明書や住民票等の取得については、関係部署も多
岐にわたり部署毎に委任状が必要となりますが、統一した「委任
状」「同意書」1通による共用とし、これを関係部署に提示するこ
とにより、各種証明書等の交付請求等が可能となるよう要望します。
　このように宅建政連は、将来を見据え会員の声を反映できるよ
う諸活動を展開していきますのでご協力をお願いします。

平成 28年６月３日（金）に開催された大会と平成 28年６月 17日（金）に開催された幹
事会において、平成 28・29年度の本連盟新体制が決まりました。
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　今年度も、会員の声を反映し作成された要望書を基に、神奈
川県、横浜市、川崎市、相模原市に対し、安心・安全な住みよ
いまちづくりの構築に向けて、また、不動産取引における更な
る業務の効率化に向けて、各地域で課題となっている事項を強
力に要望して参ります。要望活動は総務・政策委員会を中心に
６月、７月と各政党・会派に対して行います。要望結果等に関
しては、改めて本紙でご紹介していきます。

【神奈川県に対する要望】
１．県土木事務所
で提供してい
る情報のイン
ターネット閲
覧について

２．地籍調査の推
進について

３．水道加入金制
度の撤廃について　

４．市街化調整区域の線引き見直しについて
５．相模湾沿岸部の津波対策に関する用途地域や風致地区の見
直し特区創設について 

６．生活保護受給者や独居老人への対応について　
７．空き家対策について
８．狭あい道路整備促進の拡充および対応の県内平準化について

【横浜市に対する要望】
１．狭あい道路整
備促進の拡充
について

２．一人暮らし高
齢者の孤独死
を未然に防ぐ
ための施策推
進について

３．最低敷地面積
にかかる容積
率の緩和につ
いて

４．あんしん入居事業の充実について

【川崎市に対する要望】
１．川崎市最低敷地面積の撤廃、緩和について
２．生活保護受給者に対する市の対応と情報開示について
３．都市計画道路
の見直しと廃
止について

４．川崎市高齢者
サービス「緊
急通報システ
ム」利用条件
の緩和と運用
のための予算
確保について

５．まちづくり局建築指導課分室の川崎中部ならびに北部地区
の開設について

【相模原市に対する要望】
１．賃貸事業に関する高齢者対応について
２．道路台帳、上下水道等の台帳図整備について
３．狭あい道路整備促進の拡充について
４．リニア中央新幹線と地域づくりについて
５．相模原南警察署の高相合同庁舎敷地への移転について 

    空き家所有者情報の開示に向けて
宅建業者が空き家の所有者を調査する場合、当該空き家

の不動産登記情報から割り出す方法が一般的でありますが、
相続登記や住所変更の手続きがなされておらず、所有者が
特定できないケースが少なくありません。
空き家対策特別措置法により、周囲に危険を及ぼしてい

るような特定空き家について、固定資産税情報から空き家
の所有者を特定できる仕組みがありますが、開示される当
該情報はあくまで自治体内での利用に限られています。住
宅ストック流通の担い手の宅建業者が空き家の所有者情報
を取得するには、煩雑な手続きと労力が必要です。現在、
行政内部での利用に限定されている空き家所有者に係る固
定資産税情報を、空き家の活用、流通促進のために宅建業
者（取引士）に開示できる仕組みを構築していただくよう
要望します。

    評価証明書等取得に係る委任状等の省力化に向けて
宅建業法では、重要事項説明は取引士でなければできな

いと定められ、その義務を果たすため、取引に係る物件につ
いて調査を行い、重要事項説明書を作成して当事者に説明し
ます。しかし、個人情報保護法の施行以来、物件調査に係る
情報収集が困難になり、例えば、宅地建物売買の媒介の場
合、固定資産評価証明書、公課証明書や住民票等については、
当該者からの委任状がなければ取得できません。　　　
重要事項説明書の作成・説明においては、調査を必要とす

る項目が増加し、関係部署も多岐にわたります。例えば、資産
税課、上下水道課、農業委員会等、調査項目に関係する部署
毎に委任状が必要となり、取引当事者の負担も増加しています。
そこで、まずは統一した「委任状」「同意書」1通で共用と

し、これを関係部署に提示することにより、物件にかかる情報
収集、各種証明書等の交付請求等が可能になるよう要望しま
す。次の段階では取引士証等の提示により各種証明書等の交
付請求等が可能になるような方向で要望を検討しています。
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